
                              

                               

                               

                               

                               

 

町
道
の
通
行
規
制
に
つ
い
て 

長
尾
橋
は
竣
工
か
ら
50 

年
以
上

が
経
過
し
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
こ

と
か
ら
、
長
寿
命
化
を
図
る
た
め
、
今

年
度
も
補
修
工
事
を
実
施
し
ま
す
。 

▼
町
道
名
／ 

町
道
長
尾
幅
線
（
長
尾
橋
） 

▼
場
所
／
舟
形
町
長
沢
字
長
尾
地
内 

※
左
の
図
の
と
お
り 

▼
工
事
期
間
／
７
月
６
日
（
月
）
～ 

令
和
９
年
１
月
29
日
（
金
）
※
予
定 

▼
通
行
規
制
期
間
／
７
月
８
日 

（
水
）

～
８
月
７
日
（
金
）
※
予
定 

▼
規
制
方
法
／
終
日
全
面
通
行
止
め 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
地
域
整
備
課 

地
域
強
靭
化
対
策
室 

（
32
）
０
９
１
５ 

（
株
）
伊
藤
組
（
施
工
業
者
） 

（
33
）
２
０
３
２ 

工事個所 

農作業中 熱中症

夏に向けて、農作業中に熱中症になる人が増えてきます。毎年、全国で約30名の方

が農作業中の熱中症により亡くなっており、その約85％が７～８月に発生していま

す。熱中症は正しい知識を身に付けることで、適切に予防することができます。 

～予防のポイント～ 
１.暑さを避ける 高温時の作業は極力避け、日陰や風通しの良い場所で作業を行う。 

２.こまめな休憩と水分補給 のどの渇きを感じる前に、こまめに水分・塩分補給をする。 

３.単独作業は避ける 時間を決めて連絡を取り合い、複数名で作業する。 

４.熱中症対策アイテムの活用 帽子や空調服、扇風機を活用する。 

～熱中症が疑われる場合には～ 
１.作業を中断 汗をかかない、めまい、吐き気、頭痛、倦怠感などが代表的な症状。 

２.応急処置 涼しい場所へ避難し体を冷やし、水分・塩分を補給する。 

３.病院へ 応急処置で症状が改善しない場合は、医療機関で診察を受ける。 

▼問い合わせ／舟形町農業振興課農政企画係 （32）0947 

花いっぱい運動は、花植えや管理など共同作業をとおして、子どもや地域の方に地域づくりに対する関

心を持ってもらい、地域の一員としての自覚と愛郷心、奉仕する心を育てることを目的としています。 

審査会では、花の咲き具合や管理状況など、町内各地区を回って総合的に審査を行う予定です。 

※町内会役員などの立ち合いをお願いするものではありません。 

▼日時／７月11日（土）※午前中の予定 

▼問い合わせ／舟形町教育課社会教育係 （32）2246 

花いっぱい運動審査会のお知らせ 



                               

                               

                               

                               

                               

第76回“社会を明るくする運動” 
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～ 

毎年７月は“社会を明るくする運動”強調月間・再発防止啓発月間です 

 “社会を明るくする運動”とは？ 
すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立

場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。 

この運動は、令和８年で76回目を迎えます。 

第76回“社会を明るくする運動”統一テーマ 
第76回“社会を明るくする運動”では、みなさんにより一層「更生保護」の取組みを伝えるため、「保護

司をはじめとする更生保護ボランティアを広く知ってもらおう」という統一テーマを設定しました。更生保

護は、国や地方公共団体も取組んでいますが、それを社会の最前線で支えているのが保護司をはじめとする

更生保護ボランティアの方々であり、地域社会に不可欠な「地域のチカラ」というべき存在です。そのよう

な方々の取組みを伝えることで、「更生保護」全体について、理解を深めていただきたいと考えています。 

舟形町保護司会では、４名の保護司が活動しています。 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課住民係 ☎（32）0211 

国
民
世
論
の
喚
起
を
促
す
も
の

で
、
北
方
領
土
問
題
の
啓
発
広
報
に

使
用
す
る
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
募
集

し
ま
す
。 

▼
〆
切
／
９
月
30
日
（
水
） 

▼
応
募
方
法
／
次
の
①
～
⑨
を
明
記

の
う
え
、
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
応
募
用
紙
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。 

①
応
募
作
品
、
②
郵
便
番
号
、 

③
住
所
、
④
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、 

⑤
年
齢 

（
任
意
）、
⑥
性
別 

（
任
意
）、 

⑦
電
話
番
号
、
⑧
職
業
、 

⑨
こ
の
募
集
を
何
で
知
っ
た
か 

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

北
方
領
土
に
関
す
る 

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
募
集 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

北
方
領
土
問
題
キ
□
□
チ
コ
ピ
□ 

□
令
和
８
年
度
□
募
集
係 

☎
０
１
１
□
５
９
０
□
０
２
６
９ 

 

※
詳
し
く
は
下
の 

 

Ｑ
Ｒ
コ
□
ド
か
ら 

 

「
北
方
領
土
の
日
」
を
周
知
し
、 

北
方
領
土
返
還
の
機
運
を
高
め
る
た

め
の
ポ
ス
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。 

▼
応
募
資
格
／
高
校
生
以
上 

※
プ
ロ
、
ア
マ
チ
ュ
ア
問
わ
ず 

▼
〆
切
／
10
月
５
日
（
月
） 

▼
応
募
方
法
／
Ａ
３
版
（
縦
） 

手
書
き
ま
た
は
デ
ジ
タ
ル
印
刷
。 

作
品
裏
面
に
、
氏
名
、
職
業
（
学
校

名
）、
年
齢
（
学
年
）、
住
所
、
連
絡
先
、

作
品
の
簡
単
な
解
説
を
明
記
し
た

「
応
募
票
」
を
貼
り
付
け
る
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

北
海
道
総
務
部
北
方
領
土
対
策
本
部 

０
１
１
（
２
０
４
）
５
０
６
９ 

  

※
詳
し
く
は
下
の 

 

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら 

 

北
方
領
土
の
日 

ポ
ス
タ
ー
コ
ン
テ
ス
ト 

保
護
猫
の
譲
渡
会 

 

最
上
保
健
所
と
「
わ
ん
に
ゃ
ん
サ

ポ
ー
ト
し
ん
じ
ょ
う
」
で
は
、
保
護
猫

の
譲
渡
会
を
開
催
し
ま
す
。 

▼
日
時
／
７
月
４
日
（
土
） 

午
前
10
時
～
午
後
３
時 

▼
場
所
／
最
上
保
健
所 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

最
上
保
健
所 

 

（
29
）
１
２
６
１ 

 



                               

                               

                               

                               

                               

国民年金保険料は毎月納めていただく必要がありますが、経済的な理由により納付することが困難な場合

には、保険料を「全額免除」または「一部免除」（３/４・１/２・１/４免除）する制度があります。 

※免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）に含まれます。 

●免除が承認された場合の免除額と保険料                【令和８年度の月額保険料】 

 全額免除 ３/４免除 １/２免除 １/４免除 

免 除 額 17,920円 13,440円 8,960円 4,480円 

保 険 料 ０円 4,480円 8,960円 13,440円 

●令和８年度（令和８年７月分～令和９年６月）の免除などの受付は令和８年７月１日から行えます。 

また、申請月の２年１ヵ月前の月の分までさかのぼって申請することができます。 

●申請は役場の国民年金担当窓口または年金事務所で手続きできます。また、マイナポータルを利用した 

電子申請なら、スマートフォンとマイナンバーカードがあればいつでもどこでも申請が可能です。 

国民年金保険料免除の申請について 

▼問い合わせ／新庄年金事務所        （22）2050 

舟形町健康福祉課医療年金係 （32）0717 

や
ま
が
た
木
育 人

材
養
成
講
座 

 
 

「
や
ま
が
た
木
育
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

体
験
し
、
木
育
の
指
導
に
興
味
の
あ

る
方
同
士
で
対
話
す
る
講
座
を
実
施

し
ま
す
。 

▼
期
間
／ 

①
７
月
10
日
（
金
） 

②
７
月
17
日
（
金
） 

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分 

▼
場
所
／ 

①
最
上
総
合
支
庁 

②
置
賜
総
合
支
庁 

▼
対
象
／
「
や
ま
が
た
木
育
」
に
興
味

の
あ
る
方 

▼
定
員
／
30
名
程
度 

▼
〆
切
／ 

①
７
月
６
日
（
月
） 

②
７
月
13
日
（
月
） 

▼
そ
の
他
／
汚
れ
て
も
よ
い
動
き 

や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
筆
記
用
具
と
飲
み
物
を
持
参

く
だ
さ
い
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

（
公
財
）
や
ま
が
た
森
林
と
緑
の
推
進

機
構 

 

０
２
３
（
６
８
８
）
６
６
３
３ 

  

※
詳
し
く
は
下
の 

 

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら 

 

 

エネルギー・食料品等物価高騰の影響を受けている生活者および事業者の支援を 

図るため、ふながた元気得々お買い物券を発売いたします。 

※詳しくは、全戸配布されるチラシを確認ください。 

▼有効期限／令和８年12月31日（木） 

▼販売金額／１冊10,000円（13,000円分の商品券） 

▼購入限度額／お１人様３冊（30,000円）まで 

▼商品券を購入できる方／町内在住または在勤の方 

▼利用可能店舗／もがみ南部商工会舟形支部の取扱加盟店舗 

▼問い合わせ／もがみ南部商工会舟形事務所 （32）2242 



                               

                               

                               

                               

                               

友
愛
園
福
祉
ま
つ
り 

 

花
や
野
菜
、
縫
製
品
な
ど
を
販
売

す
る
福
祉
ま
つ
り
を
開
催
し
ま
す
。 

▼
期
間
／ 

７
月
４
日
（
土
）
～
12
日
（
日
） 

午
前
９
時
～
午
後
４
時 

▼
場
所
／
友
愛
園 

▼
内
容
／
ウ
チ
ョ
ウ
ラ
ン
と
山
野
草

の
展
示
即
売
、
エ
プ
ロ
ン
や
コ
ー
ス

タ
ー
な
ど
縫
製
品
の
販
売
、
無
料
の

抹
茶
コ
ー
ナ
ー
な
ど 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

（
福
）
友
愛
の
里 

友
愛
園 

（
23
）
４
５
１
６ 

 

ガンバルめがみちゃん応援キャンペーン 

購入店でのみ利用できる商品券（30％プレミアム付）を各事業所で販売します。ぜひ、ご購入ください。 

※舟形町プレミアム付商品券事業（ふながた元気得々お買物券）とは異なります。 

▼利用可能期間／各事業所（下表参考）※６月22日現在 

▼販 売 金 額／１冊5,000円（6,500円分の商品券） 

▼購入限度額／各事業所（下表参考） 

▼問い合わせ／各事業所（下表参考） 

ＱＲコードから 

最新版事業所一覧

を確認できます。 

事業所名 所在地 業種等 販売・利用可能期間（予定） 購入限度額 問い合わせ 

Ｏ・Ｐ理容室 長 沢 サービス 
８月１日～ 

令和９年１月31日 
６冊（30,000円） （33）2627 

肉の阿部 舟 形 小 売 ６月１日～11月30日 ６冊（30,000円） （32）3256 

●小國自動車整備工場 富 田 サービス ６月１日～11月30日 ６冊（30,000円） （32）3017 

小国川観光 舟 形 飲 食 ６月10日～10月18日 ６冊（30,000円） （32）3280 

町家 き乃川 舟 形 飲 食 
８月１日～ 

令和９年１月31日 
６冊（30,000円） （32）3546 

猿羽根自動車整備工場 舟 形 サービス ６月15日～11月30日 ６冊（30,000円） （32）2221 

中華そば 雅 舟 形 飲 食 ７月１日～12月31日 ６冊（30,000円） 

080 

（5572）

6827 

大地オートライフ 舟 形 サービス ６月１日～11月30日 ６冊（30,000円） （32）3431 

サロンドヴィーナス 舟 形 サービス ６月16日～11月30日 ３冊（15,000円） （32）1364 

beauty studio clover 舟 形 サービス ７月１日～12月31日 ６冊（30,000円） （31）0056 

寿し舟 舟 形 飲 食 
８月１日～ 

令和９年１月31日 
６冊（30,000円） （32）2145 

※参加事業所については舟形町ホームページで随時更新します。●がついている事業所は完売しました。 



                               

                               

                               

                               

                               

○資格情報の交付内容が変わります 
後期高齢者医療制度に関するお知らせ 

○保険料率等が変わります 

後期高齢者医療制度の加入者のうち、85 歳以上の方にはマイナ保険証の有無に関わらず、令和９年

７月末まで有効な青色の「資格確認書」が７月中に届けられる予定です。また、85歳未満の方で、直近

１年間にマイナ保険証の利用が６回以上あり、かつ直近３ヵ月以内に利用実績がある方には、白い紙の

「資格情報のお知らせ」が届きます。これらの利用実績がない方には、これまでのように「資格確認書」

が届けられます。 

なお、「資格情報のお知らせ」が届いた方であっても、マイナ保険証を紛失された方や、更新中の方、

要配慮者の方は「資格確認書」の交付申請をすることができます。次の表をあわせて確認ください。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課医療年金係 (32)0717 

対象者 84歳以下 85歳以上 

「マイナ保険証」を、直近１年間で６回以上
利用し、かつ直近３ヵ月でも利用した方 

資格情報のお知らせ 
資格確認書 

上段以外の加入者の方 資格確認書 

 

後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費などの推計をもとに２年ごとに見直しを行なっています。 

今回の改正では、社会全体で子どもや子育てを応援する仕組みとして子ども・子育て支援金制度が施

行されることにより、後期高齢者医療制度（医療分）とは別に子ども・子育て支援納付金分（子ども分）

の保険料が創設されました。子ども分は令和10年度にかけて段階的に構築されるため、令和９年度と

令和10年度に改めて見直しを行う予定です。制度改正の内容や保険料率等の詳細は、７月に保険料額

決定通知書に同封するリーフレットを確認ください。 

改定される保険料率および保険料の賦課
ふ か

限度額は、次のとおりです。 

●医療分の保険料率（令和６～７年度 → 令和８～９年度） 

▽所得割率（所得に応じて負担していただく分を算定する際の率） 

 9.43％ → 9.63％ 

▽均等割額（加入者が公平に負担していただく分） 

 ４万7,600円 → ５万2,500円 

●医療分の賦課限度額（令和８～９年度）80万円 → 85万円 

●子ども分の保険料率（令和８年度） 

▽所得割率 0.25％ 

▽均等割額 1,373円 

●子ども分の賦課限度額（令和８年度）2.1万円 

東北財務局山形財務事務所では、次の日程で専門相談員および保健師による無料相談会を開催します。

相談無料・秘密厳守です。お気軽に相談ください。※要予約 

▼日 時／７月27日（月）～29日（水）午前８時30分～午後４時30分 

▼場 所／山形財務事務所 

▼その他／都合のつかない方などは常設相談窓口【 023（341）5201】へ相談ください。 

▼申込み・問い合わせ／山形財務事務所理財課 023（641）5201 

「家計・借金返済に関する無料相談会」のお知らせ 



 

 

 

 

 

 

このたび、国民健康保険法施行令の一部が改正され、令和８年４月１日から施行されたことに伴い、税率等が

変わります。また、全国的に子ども・子育て支援金分が新設されましたが、町では加入者のみなさんの負担が増

えないよう、子ども・子育て支援金分の増加分と医療保険分の減少分を同額・同率としています。 

なお、国民健康保険加入のみなさんの保険税額は、７月に発送する納税通知書でお知らせします。 

◎国民健康保険税の税率が改正されます。 

改正について、詳しくは次の表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準が改正されます。 

前年の所得金額が一定以下の場合、均等割額および平等割額が軽減されます。 

今年度から、５割軽減が５千円、２割軽減が１万円引き上げられます。 

 

軽減の段階 内     訳 

７割 世帯総所得が 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－１）以下の世帯 

５割 
世帯総所得が 43万円＋31万円×国保被保険者数（※１） 

＋10万円×（給与所得者等の数－１）以下の世帯 

２割 
世帯総所得が 43万円＋57万円×国保被保険者数（※１） 

＋10万円×（給与所得者等の数－１）以下の世帯 

※１ 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行したものを含む。 

軽減を受けるには世帯全員の所得申告が必要です。所得がなかった方も必ず申告してください。 

みんなで助け合う国民健康保険の趣旨に、ご理解とご協力をお願いします。 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課税務係 ☎（32）0466 

令和８年度から 

国民健康保険税の税率等が変わります 

 改正部分 

 改正部分 

 

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援金分 

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 

所得割 5.8％ 5.51％ 2.75％ 2.75％ 2.0％ 2.0％ － 0.29％ 

均等割 21,600円 20,300円 9,800円 9,800円 10,600円 10,600円 － 1,300円 

均等割 

（18歳以上） 
－ － － － － － － 80円 

平等割 19,800円 18,900円 7,800円 7,800円 7,000円 7,000円 － 900円 

課税限度額 66万円 67万円 26万円 26万円 17万円 17万円 － ３万円 



歯肉が赤く腫れている 歯が長くなったように感じる

朝起きた時に口の中がネバネバする 硬いものが噛みにくい

歯みがきの時に出血する 歯に隙間ができた

口臭が気になる・人から口臭があると言われた 歯肉を押すと白い膿が出てくる

歯と歯の間に物がよく挟まる 歯がグラグラする

以上の項目に１つでも該当したら早目に歯科医院を受診しましょう。

歯周病について
～日本人はほぼ歯周病！？～

～山形県保険者協議会第 28回共同広報キャンペーン～

日本人の約８割が歯周病に
かかっている！
20代で約７割！
30代以上は約８割！
   と言われています。

歯周病は、口の中の細菌が原因で、
歯を支えている組織が徐々に破壊
されていく疾患！

歯周病は感染症

う蝕

29.20%

歯周病

37.10%

破折

17.80%

その他

15.90%

歯を失う原因

第１位が歯周病！

厚生労働省  e‐ヘルスネット 2018 全国抜歯原因調査結果

歯周病の進行

歯肉炎

歯肉が炎症を起こ

した状態。歯みがき

をすると出血した

り、口臭があったり

する。

健康な歯

歯肉はピンク色で

引きしまっている。

重度歯周炎

骨がほとんどなく

なって歯がグラグ

ラしてくる。抜歯に

なる可能性が多い。

歯周炎

歯と歯肉の間の溝が

深くなり、出血や口

臭がひどくなる。

あなたは大丈夫？
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肥満・メタボリックシンドローム

　肥満・メタボリックシンドロームを

そのままにしておくと、動脈硬化が進

み、脳卒中や狭心症などの危険が高ま

ります。このメタボリックシンドロー

ムは歯周病と影響し合ってます。

　肥満防止、歯周病予防の２つに共通

することがよく噛んで食べることです。

よく噛んで食べると満腹感が得られ、

食べ過ぎず、肥満防止になります。ま

た、唾液がよく出てお口の中がきれい

になり、歯周病の予防にもなります。

制作：山形県口腔保健支援センター（山形県健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課内）

歯 周 病 身 患疾全

の関わり

糖尿病

　糖尿病と歯周病は相互関係です。

糖尿病は免疫力を低下させ、歯周病をも

たらし、歯周病がひどくなるとインスリ

ンの血糖値をコントロールする働きを妨

げて、糖尿病を悪化させます。

と

認知症

　脳血管性認知症とアルツハイマー型

認知症に大きく分かれます。脳血管性
認知症の原因である脳卒中を防ぐには
まず、動脈硬化を予防することです。
　また、歯周病で歯が減ってしまった
り、入れ歯等で口腔機能を回復してい
ないと食べ物が噛めなくなり、脳への
刺激が減ってアルツハイマー型認知症
を引き起こすことがあるとの研究結果
が報告されています。

動脈硬化・狭心症・心筋梗塞

　動脈硬化は血管が厚く硬くなり、

血管の内側が狭くなる病気です。心臓の

血管が狭くなるのが狭心症、詰まるのが

心筋梗塞です。歯周病菌は血管を狭くす

る作用を促進します。

肺炎

　食べ物や唾液が誤って肺に入って

おこる「誤嚥性肺炎」の大きな原因が歯

周病菌です。口の中に歯周病菌が多けれ

ば多いほど誤嚥性肺炎のリスクは高くな

ります。

骨粗しょう症

　骨の密度が減って、すかすかになり、

骨折しやすくなる病気です。骨粗しょ

う症の人が歯周病になると、歯を支え

る骨が急激に痩せてしまいます。

胎児の低体重・早産

　妊娠中はむし歯や歯周病になりやすく

なります。歯周病がひどくなると子宮の

収縮に影響し、胎児の低体重・早産に繋
がります。

山形県保険者協議会
※保険者協議会とは、県内の医療保険者により被保険者の健康保持増進と円滑な事業を行うために

設立された団体です。
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（注）「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設または「Ⅱ型」の介護医療院における多床室の入所者（療養室の床面積が８㎡/人以上に限る。）が対象。

※ 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業も対象となる場合があります。（事業を実施していない社会福祉法人等もあります。）

第１段階

第2段階

第3段階 ①

第3段階 ②

要件なし

世帯全員が

市町村民税

非課税

1,000万円 （2,000万円）以下

生活保護受給者

世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者

年金収入金額（※）＋合計所得金額が ８２．６５万円 以下

年金収入金額（※）＋合計所得金額が ８２．６５万円 超～120万円以下

年金収入金額（※）＋合計所得金額が120万円超

650万円 （1,650万円）以下

550万円 （1,550万円）以下

500万円 （1,500万円）以下

補足給付の主な対象者（令和８年８月～）利用者負担段階 預貯金額（夫婦の場合）
※非課税年金も含む

補足給付の対象ではない方
ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています。

ご自身が居住費の引上げの対象になるかは施設にご確認ください。

！
令和８年８月から、第３段階①・②に該当する方について、食費が30円～60円（日額）、
一部の方をのぞき居住費については 100円（日額）引き上がります。

介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が

令和８年８月１日から変わります

補足給付の対象となる方
（令和７年度の年金額改定を踏まえ、令和８年８月から、利用者負担段階の基準を見直します。）

介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院）やショートステイを

利用する方の食費・居住費については、低所得の方への補助（補足給付）を行なっています。

＊食費の基準費用額についても100円（日額）引き上がります。

負担限度額 （ 負 担 い た だ く 日 額 ）

430円

880円

1,370円

430円

430円

基準
費用額

食 費
【ショートステイの場合】

ユニット型個室的多床室

ユニット型個室

従
来
型
個
室

特養等

老健・医療院等

多
床
室

特養等

老健・医療院等

老健・医療院

居

住

費

430円

９80円

1,４７０円

1,470円

1,４70円

５30円

５30円697円

437円

1,231円

1,728円

1,728円

2,066円

915円

1,545円 1,420円
【1,3６0円】

430円

480円

550円

550円

880円

430円

430円

390円
【600円】

第2段階 第 3 段階 ①

0円

380円

550円

550円

880円

0円

0円

３００円
【３００円】

第１段階 第 3 段階 ②

６５０円
【1,000円】

680円
【1,0３0円】

(注)

1,360円
【1,３00円】

1,370円

1,370円

1,370円

８８０円

４３０円

４３０円

４３０円

1,370円

1,370円

４３０円

４３０円

４３０円

８８０円

1,370円

1,370円

1,370円

令和８年

8月から
令和８年

8月から
令和８年

７月まで
令和８年

７月まで
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夜間の交通事故 多発 
《交通事故に遭わない、起こさないためのポイント》 

〇ドライバーは、 

 ・「前後左右、目配り運転」で運転に集中する。 

 ・右側（車道側）もよく確認し、横断者に注意する。 

 ・信号、標識、歩行者などをよく確認する。 

 ・交通量が少ない場所でも油断しない。 

 ・夕方は早めのライト点灯とハイビームを積極的に活用する。 

〇歩行者は、 

 ・夕方や夜間の外出時には、明るい色の服や夜光反射材を身につける。 



安全に遊ぶための注意点 

・大人がすぐ手を伸ばせる距離で

見守る。 

・電話や宅急便などの短い時間で 

あっても、子どもをプールに残

したまま、その場を離れない。 

・見守りを子どもへ頼んで、その

場を離れない。 

・スマホや別の作業をするなど、

「ながら見守り」をしない。 

◇交流事業 ７月２日◇ 

「ビジーバッグづくり」 

▼対象／７組（要申込） 

※午前は事業開催のため閉館 

 一般開放は午後１時 30分から 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      

こころとからだ！すくすく大きくな～れ 

にこにこ通信 
令和８年６月 発行 第２１８号 

舟形町子育て支援センターみらい 

（福祉避難所「てとて」内） 

   ☎（３２）０５２８ 

♡ビニールプール遊びの注意点♡ 

家庭でも手軽に楽しめるビニールプールは、 

水深が浅いので「溺れることはないだろう」と思

うかもしれませんが、乳幼児はわずか数 cm の浅

い水でも、うつ伏せに倒れてしまえば自分で起き

上がれず、溺れる可能性があります。 

小さい子どもの水遊びでは、大人が子どものそ

ばを離れないのが原則です。目が届く距離より

も、手の届く距離で常に見守りましょう。 

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 

交流事業 

 

3 

 

4 

施設開放 

 

5 6 7 8 

あそびの

広場 

 

9 

 

10 

 

11 

施設開放 

 

12 13 

 

14 

 

15 

おはなし

広場 

 

16 

 

17 

 

18 

施設開放 

19 20 

海の日 

 

21 22 

 

23 

 

24 25 

施設開放 

26 

 

 

27 

 

 

28 

すくすく

広場 

29 30 31  

 

【７月の予定】    閉 館 

〈利用時間〉 

午前９時 30分～11時 30分 
午後１時 30 分～４時 30 分 

てるてる坊主 

足形ラブ 

フラミンゴ 

次回のすくすく広場は７月 28日。お楽しみに！ 

◇あそびの広場 ７月８日◇ 

７月は、親子で簡単な触れ合

い遊びです。 

６月２日の山形新聞「やまが

たわいわい子育て」に舟形町

子育て支援センター「みらい」

が紹介されました。 

たくさんの方のご利用をお

待ちしています。 

～スタッフ一同 ～ 

◇おはなし広場 ７月 15日◇ 

季節の手遊びや、大型絵本を

いっしょに見ませんか。 

※０歳児の赤ちゃんも 

参加できます。 

５月 26 日のすくすく広場。みんなの手形・足形が上手にとれました。 

♡すくすく広場♡ 
 

上手にとれるかな 


